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モバイルレジで市税などの支払いが可能に

　《対象》①不特定多数の市民の
利益増進が目的②市内に事務所や
活動拠点がある③構成員が3人以
上―などの要件を満たす団体《補
助額》対象経費の3分の2（上限15
万円）。
　いずれも負担・補助額は活動年
数で異なる。申市HPなどで手引
きを確認し、6月3日までに市民協
働推進課☎225-2141へ。■は5月
27日までに事前相談が必要。

生産緑地地区の指定申し
出を受け付け
　《事前相談期間》5月9～20日（土・
日曜を除く）《申出期間》5月23～
27日《場所》都市計画課《対象》
幅員4㍍以上の道路に接し、防災
協力農地に登録見込みなどの指定
要件を満たす市街化区域内の一団
で300平方㍍以上の農地。問都市
計画課☎225-2401。

都市計画変更案の縦覧・
意見書受け付け
　南部産業拠点（酒井地区）の都市
計画（用途地域、土地区画整理事
業、地区計画）と、都市計画道路酒
井長谷線の変更案を縦覧します。
　《期間》5月17～31日、8時30分～
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「「雪の大山と桜雪の大山と桜」」
#4月1日撮影
#雪と桜
#岩田山公園
#niceatsugi
広報課公式インス
タグラムで公開中

インターネット
モニターからの
意見を紹介

厚木市 インターネットモニター

インターネットモニター募集中

問広報課☎225-2043

検 索

4月1日号「広報あつぎ」を読んで
◆北京2022冬季五輪での大塚健選手の活躍にテレビに
くぎ付けで応援した。感動をありがとう／70代以上女
性 ◆荻野運動公園は避難場所なので蓄電池の設置は
心強い／40代男性 ◆今後の移動手段を考えていたの
でコンパクト・プラス・ネットワークの記事は参考に
なった／50代女性 ◆少年少女フェスティバルに娘と
行きたい／30代女性 ◆広報写真コンクールの作品を
見て気持ちが明るくなった／50代女性

　特集の取材で、市内の交通事故の
件数や実際に起こった事故の様子を

聞きました。交通事故が起こらないようにするには、一人
一人が交通安全に関心を持ち、ルールを守ることが大切だ
と改めて感じました。事故を起こさないことはもちろん、
夜、外を歩くときは車の運転手から歩行者だと分かりやす
いよう、明るい服装や反射材を着けるなど事故に遭わない
工夫も取り入れながら生活したいと思います／黒澤

17時15分（土・日曜を除く）《場所》
都市計画課または市HP《意見書
提出》都市計画課や市HPにある
意見書を直接または郵送、ファク
ス、Eメールで〒243-8511都市計
画課☎225-2401・ 222-8792・  
4600@city.atsugi.kanagawa.jpへ。

5月12日は民生委員・児童
委員の日

　民生委員・児童委員は地域の身
近な相談役です。高齢者や障がい
のある方、子どもに関する相談な
ど、気軽に相談してください。地
域を担当する委員は、福祉総務課
に問い合わせてください。問福祉
総務課☎225-2200。

5月は「あつぎ子ども月間」
　家族の絆を大切にするととも
に、地域で子育てへの関心・理解
を深めて支え合いましょう。問こ
ども育成課☎225-2262。

厚木市民朝市
　日曜、6～7時。文化会館。市内産
の農畜産物や加工食品などを販売。 
問農業政策課☎225-2801。

夕焼け市
　11月2日までの水曜、17～18時。
荻野運動公園。市内産の農産物や
加工食品などを販売。問農業政策
課☎225-2801。

応急手当講習会
■普及員再講習会
　6月4日、9時～。応急手当普及員
の有効期限の更新や技能の維持・
向上のための講習。有効期限以内
で市内在住在勤在学の応急手当普
及員15人。
◆普通救命講習会
　6月10日、13時30分～。応急手
当の重要性、心肺蘇生法、自動体
外式除細動器（AED）の取り扱い
など。市内在住在勤在学の中学生
以上15人。
　いずれも消防本部。各回180分。
無料。申5月2～12日に救急救命課
☎223-9365へ。抽選。

都市農業振興計画中間
見直し検討委員を募集

　計画の見直しや農業の振興策な
どを審議・検討する委員を募集し
ます。
　《対象》①市内在住で応募日現
在18歳以上②平日昼間の会議（3
回程度）に出席できる③他の審議
会などの委員でない④市の議員・

職員でない―の全てを満たす方3
人《任期》7月～2023年3月31日《報
酬》日額7800円（交通費含む）。
申公民館や市HPなどにある申込
書を、直接または郵送、Eメール
で5月31日（消印有効）までに〒243- 
8511農業政策課☎225-2800・ 3600 
@city.atsugi.kanagawa.jpへ。

糸満市青少年平和学習
訪問団員を募集

　友好都市の沖縄県糸満市を訪問
し、歴史や文化を学びませんか。
　《期間》7月26～29日《対象》市内
在住の中学生6人《参加費》4万円。
申市HPにある応募用紙を郵送、E 
メールで6月15日（必着）までに〒243- 
8511企画政策課☎225-2050・ 1100 
＠city.atsugi.kanagawa.jpへ。抽選。

市民活動を支援する制度
■市民協働提案事業
　地域の課題解決などのため、市
民と市が協力する事業と、一緒に
取り組む団体を募集します。
　市民提案型事業＝事業は団体が
提案。行政提案型事業＝地球温暖
化防止・省エネ行動普及啓発《対
象》①市内に活動拠点がある②3
人以上の役員を置き、構成員の5
人以上が市民③運営に関する会則
があり適正に会計処理している―
などの要件を満たす団体《負担額》
上限200万円。
◆市民活動推進補助金
　ボランティアなどの公益的な活
動をする団体に、事業費の一部を
補助します。
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ままちち
《意見交換会》
■市耐震改修促進計画の改定
　5月16日、19～20時。市役所第二
庁舎。問建築指導課☎225-2434。

　請求書に印刷されたバーコードをスマー
トフォンで読み取り、モバイルバンキング・
クレジットカードで支払えるサービスで
す。コンビニや支払い窓口へ出掛けずに、
自宅で簡単に支払えます。
� 問収納課☎225-2020
（他に電子マネーが使えるもの）
LINE Pay、Pay Pay、
au PAY、ｄ払いなどの
請求書払い
 詳しくは市HPに掲載▶

申申＝申し込み　問＝問い合わせ　☎＝電話番号　
＝ファクス番号　 ＝Eメール　HP＝ホームページ
　＝講座予約システム（インターネットで申し込み可）
市役所への郵便物は「〒243-8511○○課」で届きます。

　新型コロナウイルスの影
響で掲載の催しが中止とな
る場合や、利用に制限のあ
る施設があります。市HP
で随時お知らせします。

新型コロナウイルス感染症に関する県の相談窓口
新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル（24時間対応）

感染の不安のある方、健康・医療の相談、診療
ができる医療機関の案内など

☎0570-056-774

無料

　年齢を問わず楽しめるニュー
スポーツで、爽やかな汗を流し
ませんか。
� 問スポーツ推進課☎225-2531
日時　5月21日　10時～15時30分
場所　荻野運動公園
種目
屋内=ボッチャ、バウンスボール、ドッヂ
ビー、カーレット、ビーチボール、体力チェッ
クコーナーなど
屋外=ティーボール、ターゲット・バードゴ
ルフなど
※雨天時は屋内のみ。室内履きをお持ちください。
申当日直接会場へ。

スポーツなじみDAYスポーツなじみDAY


